
令
和
５
年
度
当
初
予
算

◆
令
和
５
年
度
一
般
会
計
並
び
に
国
民

健
康
保
険
、
介
護
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
、
簡
易
水
道
事
業
、
合
併
処
理
浄

化
槽
設
置
管
理
事
業
の
各
特
別
会
計

の
新
年
度
予
算
が
審
議
さ
れ
、
可
決
さ

れ
ま
し
た
。一
般
会
計
の
予
算
総
額
は

20
億
８
，
８
０
０
万
円
で
、
19
億
９
，

７
０
０
万
円
で
、
前
年
度
と
比
較
し
て

９
，
１
０
０
万
円
、
４
．
６
％
の
増
額

と
な
り
ま
し
た
。

令
和
４
年
度
補
正
予
算

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
９
，
６
３
１
万
８
，
０
０
０
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

25
億
３
，
６
３
１
万
５
，
０
０
０
円
と

す
る
も
の
で
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
３
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
２

５
０
万
８
，
０
０
０
円
を
追
加
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
４
億
３
，
４

９
５
万
１
，
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で

す
。

◆
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら

３
，
１
０
９
万
５
，
０
０
０
円
を
減
額

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
４
億

３
，
４
０
７
万
５
，
０
０
０
円
と
す
る

も
の
で
す
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
３
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら

55
万
４
，
０
０
０
円
を
減
額
し
、
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
を
４
，
３
３
４
万

１
，
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
簡
易
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）

（
内
容
）
東
秩
父
村
簡
易
水
道
事
業
会

計
予
算
に
つ
い
て
補
正
す
る
も
の
で

す
。

◆
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
管
理
事
業

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

（
内
容
）
令
和
４
年
度
東
秩
父
村
合
併

処
理
浄
化
槽
設
置
管
理
事
業
会
計
予

算
に
つ
い
て
補
正
す
る
も
の
で
す
。

条
例
改
正
等

◆
東
秩
父
村
個
人
情
報
保
護
法
施
行

条
例
制
定
に
つ
い
て

◆
東
秩
父
村
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

護
審
査
会
条
例
及
び
東
秩
父
村
情
報

公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
等
に

よ
り
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規

律
が
同
法
に
一
元
化
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
同
法
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
本
条
例

を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
和
紙
の
里
関
連
施
設
設

置
及
び
管
理
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
原
油
及
び
原
材
料
価
格
の
高

騰
な
ど
に
よ
る
紙
漉
き
体
験
料
金
の
変

更
及
び
利
用
権
利
者
に
関
す
る
規
定
等

を
整
備
す
る
た
め
、
本
条
例
を
制
定
す

る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金

基
金
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
東
秩
父
村
ふ
る
さ
と
応
援
寄

附
金
と
し
て
受
け
付
け
た
寄
附
金
を
適

正
に
管
理
す
る
た
め
、
本
条
例
を
制
定

す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税

基
金
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
東
秩
父
村
企
業
版
ふ
る
さ
と

納
税
実
施
要
綱
第
３
条
の
申
出
に
よ

り
、
受
領
し
た
寄
附
金
を
適
正
に
管
理

す
る
た
め
、
本
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

◆
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
を
地
方
自
治
法
第
２
８
４
条
第
１

項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
組
合

へ
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
整
備

を
行
う
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
行
政
財
産
使
用
料
徴
収

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に

つ
い
て

（
内
容
）
他
の
法
規
を
引
用
し
て
い
る

箇
所
の
改
正
漏
れ
を
解
消
す
る
こ
と
に

伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
た
め
、
本

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
地
籍
調
査
に
関
す
る
成
果
図

面
の
交
付
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
今

ま
で
東
秩
父
村
手
数
料
条
例
別
表
の

う
ち
「
そ
の
他
の
証
明
」
と
し
て
取
り

扱
っ
て
い
た
が
、
地
籍
調
査
に
関
す
る

手
数
料
で
あ
る
旨
を
明
確
化
す
る
た
め

に
、
新
た
に
手
数
料
の
種
類
を
定
め
た

い
こ
と
か
ら
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
家
庭
的
保
育
事
業
等
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
及
び
民
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生

労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る

省
令
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
関

係
条
例
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
た

め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

◆
東
秩
父
村
児
童
館
設
置
及
び
管
理

条
例
を
廃
止
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
皆
谷
児
童
館
を
令
和
５
年
３

月
31
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
た
め
、
本

条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
営
二
本
木
峠
キ
ャ
ン
プ
村

設
置
及
び
管
理
条
例
を
廃
止
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
二
本
木
峠
キ
ャ
ン
プ
村
を
令

和
５
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
廃
止
す

る
た
め
、
本
条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で

す
。人

事
案
件

◆
東
秩
父
村
副
村
長
の
選
任
に
つ
い
て

（
内
容
）
副
村
長
の
清
水
順
平
氏
が
令

和
５
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
辞
任
す
る

こ
と
に
伴
い
、
新
た
に
矢
沼
裕
一
氏
を

任
命
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
農
業
委
員
会
委
員
の
任

命
に
つ
い
て

（
内
容
）
東
秩
父
村
農
業
委
員
会
の
委

員
の
任
期
が
、
令
和
５
年
４
月
29
日
に

満
了
と
な
る
た
め
、
新
た
に
轟
政
明
氏

を
任
命
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

（
内
容
）
東
秩
父
村
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
会
委
員
の
任
期
が
満
了
と
な
る

た
め
、
髙
野
峯
行
氏
、
関
根
誠
一
氏
を

再
度
選
任
し
、
新
た
に
根
岸
元
之
氏
を

選
任
す
る
も
の
で
す
。

◆
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ

い
て

（
内
容
）
人
権
擁
護
委
員
小
林
洋
介
氏

が
令
和
４
年
12
月
31
日
に
退
任
し
た
た

め
、
大
野
守
雄
氏
を
新
任
の
候
補
者
と

し
て
推
薦
す
る
も
の
で
す
。

そ
の
他

◆
工
事
請
負
契
約
の
変
更
契
約
の
締

結
に
つ
い
て

（
内
容
）（
１
災
２
８
２
号
）
下
河
原

橋
架
替
工
事
【
下
部
工
】
に
つ
い
て
、

仕
様
及
び
設
計
変
更
に
伴
い
、
請
負
金

額
を
減
額
変
更
す
る
契
約
を
締
結
す

る
も
の
で
す
。

　月村議会定例会報告３
村
議
会
定
例
会
が
３
月
７
日
・
９
日
・
13
日
の
３
日
間

開
か
れ
、
条
例
改
正
等
32
案
が
審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
の

議
案
も
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
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